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１．はじめに

　証券会社等に所属するセルサイドアナリスト（注１）

を取り巻くコンプライアンス環境は近年ますます

厳しくなってきていると言えるだろう。現場のア

ナリストに話を聞くと、特にベテランからは、昔

よりも様々なルールが厳しくなったという声が多

く聞かれる。また、働き方改革の流れにより、長

時間労働が当たり前だったアナリストの時間の使

い方にも変化が見られる。本稿では、近年のアナ

リストを取り巻く潮流について証券会社のコンプ

ライアンス担当者の視点から取り上げてみたい。

２．アナリストが順守すべきルール

　証券会社に所属するアナリストとして順守する

必要がある法令等としては、日本においては金融

商品取引法や日本証券業協会（以下、日証協）の

　近年のセルサイドアナリストを取り巻くコンプライアンス環境は、ますます厳しくなっている。日本証券業協
会のアナリスト・ガイドラインやフェア・ディスクロージャー・ルールの導入により、情報管理には一層留意が
必要である。また、働き方改革の影響もありアナリストの時間の使い方にも変化が見られる。本稿では、近年の
アナリストを取り巻く潮流について、証券会社のコンプライアンス担当者の視点から取り上げている。

アナリストを取り巻くコンプライアンス
─フェア・ディスクロージャー・ルールの導入後─
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